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開会 午前１０時００分 

○副議長（村瀬 敬太郎） おはようございます。 

  マスクを取らさしていただきます。 

  本日は、阿部寛治議長が体調不良で欠席のため、地方自治法第１０６条第１項に

より、私、副議長が、議長の職務を行います。 

  また、定足数に達しておりますので、開議は成立いたします。 

  本日の日程に入ります前に、３月９日に行いました一般質問において、質問内容

を精査するため、最終日まで時間をいただいておりましたので、その報告をさせて

いただきます。 

  発言内容を慎重に検討し、字句等訂正及び取消しを行っております。 

  御協力ありがとうございました。 

  以上、一般質問の内容についての報告といたします。 

  それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  それでは日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、議案第４号「篠栗町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第４号「篠栗町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部

が、令和４年４月１日から施行され、個人情報保護に関する法令が一本化されるこ

とに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正することについて、議

会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、個人情報の保護に関する法律等が統合され、本条例中、法律

の条文を引用している箇所に変更が生じるため、その箇所を改めるものであります。 

  この条例については、令和４年４月１日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 

  以上報告を終わります。 
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○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２、議案第５号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第５号「職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」 

本議案は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律及び雇用保険法の一部を改正する法律が、令和４年４月１日から施行される

ことに伴い、非常勤職員の育児休業介護休暇等の取得要件の緩和等の措置を行うた

め、本条例の一部を改正することについて、議会の議決を求められたものでありま

す。 

  改正の主な内容は、育児休業、介護休暇等を取得できる非常勤職員の在職期間の

緩和や、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置を整備するものであ

ります。 

  この条例については、令和４年４月１日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり可

決いたしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第３、議案第６号「篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について」を議題といたします。 

  本案は文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第６号「篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」 

本議案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための、健康保険法等の一部

を改正する法律、その他関係省令が、令和４年４月１日から施行されることに伴い、

国民健康保険税について、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するこ

とについて、議会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、未就学児の国民健康保険税を減額し、世帯の国民健康保険税

の、課税限度額を引き上げるものです。 

  この条例については、令和４年４月１日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 
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  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第４、議案第７号「篠栗町水道事業給水条例及び篠栗町下水道条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案も文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７号「篠栗町水道事業給水条例及び篠栗町下水道条例の一部を改正する条

例の制定について」 

本議案は、住居表示実施に伴う水道給水設備工事店及び下水道排水設備工事店の

住所変更の手数料について、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正する

ことについて、議会の議決を求められたものです。 

  改正の主な内容は、住居表示に関する法律第７条の規定に基づき、住所変更手数

料を徴収しないものとするものであります。 

  この条例については、公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  全員賛成と認めます。 
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  よって、議案第７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

○副議長（村瀬 敬太郎） 日程第５、議案第８号「篠栗町篠栗北地区産業団地整備

事業特別会計設置条例を廃止する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第８号「篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計設置条例を廃止する条

例の制定について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地整備事業が完了し、収支を明確にするという特別

会計の設置目的が果たされたため、本条例を廃止するものであります。 

  当委員会において慎重審査のうえ、採決の結果、出席者賛成多数にて原案のとお

り可決いたしております。 

  なお、委員会において、提案理由の特別会計の設置目的が果たされてないのでは

ないかとの意見質問がございました。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） ただいま、委員長の報告に文言の特別会計の前に、収支を明

確にするために、という言葉がありましたが、それが入るとちょっと、収支自体は、

まだ、見届けるべきものがあるんじゃなかろうかと思いますので、その辺り委員長、

いかがですかね。 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい、古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 失礼いたしました。 

  そうですね、言われるとおり、収支が入れば違う意味になると思いますので、先

ほどの収支を明確にという文面を、取下げさせていただきたいと思います。 

○副議長（村瀬 敬太郎） よろしいですか。 

○議員（荒牧 泰範） はい。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ほかに質疑はありませんか。 

  はい、質疑なしと認めます。 

  次に討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

  横山議員。 

  反対討論ですね。 

  はい。 

○議員（横山 和輝） 議席番号３番横山でございます。 

  議案８号について意見を申し上げます。 

  本案は、篠栗北地区産業団地整備事業が完了し、特別会計の設置目的が果たされ

たため、本条例を廃止するため上程されたものでございます。 

  私は、整備事業が終了したことで、                      

                                        

                                        

           設置目的が果たされたため、との文言を容認することが出

来ません。 

  また、私は、                             こ

の提案理由では、賛成することが出来ないことを申し上げ、反対討論といたします。 

○副議長（村瀬 敬太郎） 横山議員。 

  ただいまの反対討論ですが、反対理由としては、多少不適当な部分があると思わ

れますので、削除を求めたいと思いますので、後刻、議長室まで、おいでください。 

  条件付の反対があると思いますので、その部分でございます。 

  お話は、後刻、議長室で。 

〇議員（横山 和輝） わかりました。 

○副議長（村瀬 敬太郎） 続いて賛成討論はありませんか。 

  反対討論はありませんか。 

  はい。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 賛成多数と認めます。 

  よって、議案第８号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第６、議案第９号「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定について」

を議題といたします。 
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  本案に対する文教厚生常任委員長からの報告は、会議規則第７５条の規定により、

タブレットに掲載のとおり、閉会中の継続審査とする申出書が提出されております。 

  お諮りします。 

  本案を委員長申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願

います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第９号は、委員長申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決

定いたしました。 

  日程第７、議案第１０号「町道の認定について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第１０号「町道の認定について」 

本議案は、宅地開発により造成された篠栗町へ寄贈された道路を、新規路線とし

て町道認定するため、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求められた

ものであります。 

  主な内容は、今回、開発帰属された道路について、路線名、尾仲地区８２号線と

して、新たに認定するものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 
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（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第１１号「農業用施設整備工事に伴う受益者負担金の免除につい

て」を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第１１号「農業用施設整備工事に伴う受益者負担金の免除について」 

本議案は、農業用施設整備工事に伴う受益者負担金について、篠栗町土木工事負

担金徴収条例第４条第１項第５号を適用し、負担金を免除することについて、議会

の同意を求められたものであります。 

  内容は、和田地区井堰改良工事に伴い、和田水利組合が負担する受益者負担金４

１万８,０８２円について免除を行うものであります。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとお

り可決し、同意することに決定いたしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第９、議案第１２号「令和３年度篠栗町一般会計補正予算（第１１号）につ

いて」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 
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○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第１２号「令和３年度篠栗町一般会計補正予算（第１１号）について」 

本議案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２,０７１万１,０００円を追加し、

予定の総額を歳入歳出それぞれ１２３億７３１万円とするものであります。 

  主な歳出では、総務費において４５１万円の増。 

  民生費において、１億５,５２０万３,０００円の減。 

  衛生費において、９,９６４万９,０００円の減。 

  農林水産業費において、３４８万６,０００円の増。 

  災害復旧費において１,８００万円の減。 

  諸支出金において、４億２,０７４万４,０００円の増とするものです。 

  主な歳入では、地方交付税２億７３２万３,０００円の増。 

  国庫支出金、１億４,７１５万４,０００円の減。 

  県支出金３,８４６万２,０００円の減。 

  財産収入１,６００万２,０００円の増とするものです。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第１３号「令和３年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）について」を議題といたします。 
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  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第１３号「令和３年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて」 

本議案は、令和３年度篠栗町国民健康保険特別会計予算に、歳入歳出それぞれ５,

４０７万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億６,

７０６万４,０００円とするものであります。 

  補正予算の内容は、歳出において、保険給付費を５,４０７万５,０００円増額補

正し、歳入において、国庫補助金を１５６万８,０００円、県補助金を５,０００万

円の増額補正のほか、予算整理をするものであります。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり可決することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１１、議案第１４号「令和３年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 
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  議案第１４号「令和３年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて」 

本議案は、令和３年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算から、歳入歳出それぞ

れ５１４万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,

０５５万２,０００円とするものであります。 

  補正予算の内容は、歳出において、実績見込みにより、後期高齢者医療広域連合

納付金５１４万７,０００円の減額補正。 

  歳入において、後期高齢者医療保険料のうち、特別徴収保険料を５９４万５,０

００円の増額補正し、普通徴収保険料を１,０７２万７,０００円の減額補正のほか、

予算整理をするものであります。 

  全員出席の予算特別委員会で審査しておりますので、詳細につきましては、省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第１５号「令和３年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別

会計補正予算（第２号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 
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  議案第１５号「令和３年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補正予算

（第２号）について」 

本議案は、令和３年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計の予算に、歳

入歳出それぞれ２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３億７,５

３８万４,０００円とするものであります。 

  補正予算の内容は、篠栗北地区団産業団地の土地売買契約に関する利息相当分の

負担金が１日分不足していたため、歳入歳出予算を２,０００円計上するものであ

ります。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上報告を終わります。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１３、議案第１６号「令和４年度篠栗町一般会計予算について」を議題と

いたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第１６号「令和４年度篠栗町一般会計予算について」 

本議案は、令和４年度一般会計当初予算であり、歳入歳出予算の総額を歳入歳出
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それぞれ１０６億３,０８８万５,０００円とするものであります。 

  前年度当初予算に対し３億１,８９２万９,０００円の増額となっております。 

  主な増額要因は、ふるさと寄附金に対する返礼品、同報系無線設備更新業務、児

童館ＬＥＤ化工事、障害者福祉及び児童福祉サービスに関わる経費、オアシス篠栗

ガラスカーテンウォール漏水対応工事、カブトの森公園高圧ケーブル取替工事など

であります。 

  また、主な減額要因は、天空会館空調設備工事、篠栗小学校屋上防水改修工事、

カブトの森公園テニスコートＬＥＤ化工事の終了などであります。 

  地方債について、地方債の限度額は、臨時財政対策地域活性化事業のほか、合計、

５つの事業債で総額２億３,１３２万７,０００円計上されております。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第１７号「令和４年度篠栗町国民健康保険特別会計予算につい

て」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 
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  議案第１７号「令和４年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」 

本議案は、令和４年度篠栗町国民健康保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２７億７,４８６万２,０００円とするもので、前年度、当初予算額に対し、約０.

９％の増となっております。 

  歳出の主なものは、保険給付費１９億５,２０１万４,０００円、国民健康保険事

業費納付金７億４,２２７万９,０００円で、歳入の主なものは、国民健康保険税４

億８,９４６万４,０００円。 

  保険給付費等交付金などの県補助金１９億９,９１８万９,０００円であります。 

  全員出席の予算特別委員会で審査しておりますので、詳細につきましては省略い

たします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１５、議案第１８号「令和４年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第１８号「令和４年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」 

本議案は、令和４年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ４億４,８１０万９,０００円とするもので、前年度当初予算額に対し約３.
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５％の増となっております。 

  歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金４億２,４８２万５,０００円

で、歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料３億２,４４５万９,０００円。 

  一般会計繰入金１億２,３６４万２,０００円であります。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１６、議案第１９号「令和４年度篠栗町水道事業会計予算について」を議

題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第１９号「令和４年度篠栗町水道事業会計予算について」 

本議案は、令和４年度篠栗町水道事業会計予算を第２条に定める業務の予定量に

即して、収支の予定額を定めるものであります。 

  第３条において、収益的収入の予定額、５億９,４０２万１,０００円に対し、支

出の予定額は、５億５,８２４万３,０００円となり、３,５７７万８,０００円の黒

字予算とするものであります。 

  次に、第４条において、資本的収入の予定額、２億１,８９０万円に対し、支出
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の予定額を３億９,３５６万９,０００円とし、資本的支出額に対し不足する１億７,

４６６万９,０００円は、損益勘定留保資金などで補填されます。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１７、議案第２０号「令和４年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算

について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第２０号「令和４年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算について」 

本議案は、令和４年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算を、第２条に定め

る業務の予定量に即して収支の予定額を定めるものであります。 

  第３条において、収益的収入の予定額、８億６,７２８万７,０００円に対し、支

出の予定額は８億４,７９８万１,０００円となり、１,９３０万６,０００円の黒字

予算とするものであります。 

  次に、第４条において、資本的収入の予定額、４億１,８６６万３,０００円に対

し、支出の予定額を５億７,５１７万７,０００円とし、資本的支出額に対し不足す
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る１億５,６５１万４,０００円は、損益勘定留保資金などで補填されます。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１８、議案第２１号「損害賠償額の確定について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第２１号「損害賠償額の確定について」 

本議案は、令和３年１２月１８日、篠栗町大字内住の町道内住地区２号線におい

て、相手方が運転する普通乗用車が飯塚方面の城戸インターへ進入しようとしたと

ころ、横断側溝部のグレーチングを跳ね上げ、同車両に損害を与えた物損事故につ

いて、損害賠償額を確定するため、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定によ

り、議会の議決を求められたものであります。 

  主な内容は、相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償金として、金６９

万２,１２０円を支払うもので、篠栗町が加入する全国町村会損害賠償補償保険に

より、直接、修理業者へ支払うことで、相手方との示談を行うものであります。 



－ 90 － 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 

  以上報告を終わります。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１９、発議第２号「篠栗町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題といたします。 

  本案は、議員全員による発議ではございませんので、提案理由の説明を行います。 

  佐伯事務局長。 

○議会事務局長（佐伯 和久） 発議第２号「篠栗町議会委員会条例の一部を改正す

る条例の制定について」 

上記の議案を別紙のとおり、篠栗町議会会議規則（昭和３９年議会規則第１号）

第１４条第１項の規定により提出する。 

  令和４年３月１８日。 

提出者、村瀬敬太郎議員、賛成者、議員９名。 

提案理由、令和４年度からの、財産活用課の新設に伴い、総務建設常任委員会の

所管を改めるためでございます。 

  篠栗町議会委員会条例の一部、第２条第１号中の「財政課」を「財政課、財産活

用課」に改めるものでございます。 

  この条例は、令和４年４月１日から施行するものでございます。 

  以上です。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいまの説明に対し質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  発議第２号について、本案に賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  賛成多数と認めます。 

  よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

  ここでお諮りいたします。 

  タブレットに掲載のとおり、会議規則第１４条第３項の規定により、文教厚生常

任委員長から、意見書案第１号「安全安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の命

と健康を守るための国に対する意見書」の議案が提出されております。 

  これを日程に追加し、追加日程第１として、議題にしたいと思いますが、これに

御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第１号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに

決定いたしました。 

  追加日程第１、意見書案第１号「安全安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の

命と健康を守るための国に対する意見書について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を文教厚生常任委員長に求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 意見書案第１号「安全安心の医療・介護・福

祉を実現し、国民の命と健康を守るための意見書」 

  本定例会において、「安全安心の医療・介護・福祉を実現し、国民の命と健康を

守るための国に対する意見書の提出に関する請願書」が提出され、全員賛成にて委

員会において採択しております。 

  上記の意見書を別紙のとおり、篠栗町議会会議規則第１４条３項の規定により提

出します。 

  本意見書の主な趣旨は、タブレットに記載のとおりでございます。 
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  以上のことにより、地方自治法第９９条の規定に基づき、国の関係機関に対し意

見書を提出されるよう要請します。 

  以上でございます。 

  令和４年３月１８日。 

○副議長（村瀬 敬太郎） ただいま、提案理由の説明を受けました。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  意見書案第１号について、本案に賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

  なお、意見書案が可決されましたので、請願第１号もみなし採択といたします。 

  日程第２０、「常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 

  総務建設、文教厚生、両委員長から、会議規則第７５条の規定により、御手元の

タブレットに掲載のとおり、閉会中の継続調査の申出があっております。 

  お諮りします。 

  両委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査にすることに御異議ございません

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（村瀬 敬太郎） はい。 

  異議なしと認めます。 

  よって、申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、決定いたしました。 

  ここで、タブレットにメール送信しておりました委員会の閉会中の調査結果につ

いて、質疑等があれば受けたいと思います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 

  次に、お諮りいたします。 

  本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則
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第４５条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（村瀬 敬太郎） 異議なしと認めます。 

  よって、誤読などによる字句、数字等の整理訂正は議長に委任していただくこと

に決定いたしました。 

  ここで、太郎良順一教育長より発言を求められておりますので、許可をいたしま

す。 

  太郎良教育長、どうぞ。 

○教育長（太郎良 順一） まずは、議会の貴重な時間をいただいて、教育長退任の

挨拶をさせていただくことに対して深く御礼申し上げます。 

  改めてこの３年間を振り返りますと、幾つもの節目があったように感じています。 

  まず、平成から令和へとなり、元天皇が即位されたこと、コロナウイルス感染症

拡大によって、生活様式が一変したこと、学校では、１人１台のタブレット端末が

整備されたこと、そして、町民の命を守るささぐりづくり条例が制定されたことな

どです。 

  そのたびごとに、議員の皆様の御理解と御協力を得て、教育施策を遂行すること

が出来ました。 

  改めて感謝申し上げます。 

  これから私自身は、一町民として、ふるさと篠栗の発展に、尽くすことができる

よう努めてまいりたいと存じます。 

  終わりになりましたが、篠栗町議会のますますの御発展と議員の皆様の御健勝を

祈念して、退任の挨拶といたします。 

  誠にありがとうございました。 

○副議長（村瀬 敬太郎） 以上で、本定例会の日程は全て終了いたしました。 

  ここで町長、何か発言することがございましたら許可いたします。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 閉会の御挨拶の前に、３月１６日午後１１時３６分に、宮城県

と福島県で震度６強の地震が発生いたしました。 

  それによって、お亡くなりになられた方に哀悼の意を表しますとともに、多くの

負傷された方々にお見舞いを申し上げます。 

  東北新幹線や高速道路など、交通の大動脈が寸断され、家屋の倒壊、大規模停電
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や断水と、被害の大きさを知るに至り、東日本大震災以降度重なる地震が発生して

いる東北の皆様のお気持ちを思うと心が痛みます。心からお見舞い申し上げます。 

  改めて、わが町におきましても、いつ起きるかわからない災害に対して、日頃か

らしっかりと防災対策をしておく必要があると感じております。職員に再度徹底し

てまいります。 

  それでは、令和４年第１回定例会の閉会に当たり、御挨拶を申し上げます。 

  長期間にわたる御審議誠にありがとうございました。 

  「篠栗町教育委員会教育長の任命について」をはじめ、人事案件２件、「篠栗町

個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」をはじめ、条例案５件、

その他の議案といたしまして「町道の認定について」、「農業用施設整備工事に伴

う受益者負担金の免除について」の２件、令和３年度補正予算４件、令和４年度当

初予算５件に加え、追加議案として提案いたしました、議案第２１号「損害賠償額

の確定について」の上程いたしました２０議案のうち、１９議案につきまして、可

決いただきましたことに感謝いたします。 

  議案第９号「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定について」につきまし

ては、住居表示の実施予定区域において、字の区域の変更及び町（丁目）の区域を

設定するため、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求めるも

のでありました。 

  当該「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定に係る案」については、住居

表示に関する法律第５条の２第１項に規定する公示を令和４年１月４日に実施した

ところ、当該期間内に実施予定区域内の住民から、同条第２項の規定による変更の

請求があり、同条第５項の規定により、当該変更の請求書を添えて議会に提出いた

しました。 

  文教厚生常任委員会において慎重審議いただき、法律にのっとり、本定例会後に、

公聴会を開催した上で、さらに審議を重ねるという議会の御判断をいただきまして

継続審査となりました。引き続き、慎重なる御審議をよろしくお願いいたします。 

  開会日の令和４年度施政方針説明の際に申し上げましたが、令和４年度当初予算

は、令和３年度と比べて、予算総額で約３億１,８００万円増の１０６億３,０００

万円余となりました。 

  令和４年度は、いまだ新型コロナウイルスの終息が見通せない中で、町民の皆様

の生活や経済活動、地域活動を停滞させることなく、将来に向けて進めていくため、

また、新型コロナウイルスとの共存を念頭に置いた「ポストコロナ」の観点からも、
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全事業において検証し、財源を有効に活用すべく予算を計上しております。 

  第６次総合計画「ささぐりみんなの羅針盤」最終年度にあたり、当初計画の検証

をしっかりと行いながら、事業を選定し、優先事業に取り組むべく、増額計上いた

しました。 

  新型コロナウイルスワクチン接種事業は、日本全体が早期に完了すべき最優先課

題でございます。今後も、追加予算計上のための補正予算審議をお願いすることも

予想されます。ワクチン接種希望者全員に対する早期の接種完了を目指して、引き

続き取り組んでまいります。 

  ただいま成立いただきました令和４年度当初予算に基づく事業計画を早期に実現

するため、各課ともできるだけ仕事を前倒しして、取り組んでまいりますので、何

とぞよろしくお願いいたします。 

  環境省の補助事業を活用して取り組んでおります篠栗町脱炭素ロードマップ作成

事業については、８月には作成結果を議会にも報告することができると考えており

ます。その後は、このロードマップに基づき、２０５０年のカーボンニュートラル

に向け、環境省の積極支援を受けられる全国１００か所の脱炭素先行地域を目指し

て、再生可能エネルギーを積極的に利用した地域循環型社会の構築を進めてまいる

所存でございます。 

  今後の事業の決定に当たっては、補正予算の審議も含め、議会の皆様としっかり

と御協議してまいりたいと考えております。議会閉会期間中におきましても、環境

省や関連機関からの最新情報をお聞きする勉強会等を開催したいと考えております。

その際は、議会の皆様にも御案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ３月限りで退任される太郎良教育長におかれましては、これまでの３年間、篠栗

町の幼児から児童・生徒の教育全過程において、よく指導力を発揮いただきまして、

教育の質の向上に努めていただきましたことに深く感謝申し上げます。今後は、篠

栗町の教育行政を見守っていただき、引き続き御指導賜ればと存じます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  また、定年退職を迎えられる、会計管理者として、新たな役場窓口の在り方等の

道筋をつけていただいた、野寄勇会計課長。ＧＩＧＡスクールのスタートに苦心さ

れ、また、新型コロナの感染拡大下における、幼稚園、小中学校の運営をしっかり

とまとめていただきました浦上利浩学校教育課長。クリーンパークの次期ごみ処理

施設建設の取り組みに尽力していただいております岡部禎都市計画課課長には、長

い間の行政職員としてのお勤め大変御苦労さまでした。 
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  まちづくりにおける行政という柱の一翼を担っていただき、課長職の重責を全う

していただきましたことに、この場をおかりいたしまして私からも心から感謝と御

礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  施政方針の副題に「混迷の時代から抜け出すために」と書きましたように、将来

を見据えた篠栗町の新たな姿を目指して、しっかりと行政運営を継続し、地方創生

を具体的に実践する先進自治体となるべく、今年度も努力してまいりますので、議

会におかれましては、引き続き御指導・御助言を賜りますようお願い申し上げまし

て、令和４年第１回定例会閉会の挨拶といたします。 

  長期間にわたる御審議誠にありがとうございました。 

○副議長（村瀬 敬太郎） 私からも、今年度をもって退任される太郎良教育長、定

年退職を迎えられます野寄会計課長、浦上学校教育課長、それから都市整備課の岡

部課長に御礼を申し上げます。 

  長い間、篠栗町の発展充実のために、鋭意御尽力されましたことに深く感謝を申

し上げます。今後は、今まで培われました、知識、技術、それから人脈を、地域や

家庭において大いに発揮されまして、さらなる御活躍を期待しております。 

  本当にありがとうございました。 

  以上で本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、令和４年第１回篠栗町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時０６分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


